
 

 

 

 

全国児童発達支援協議会 
 

The Council of Developmental Support center , Japan 

【CDS Japan】 

 

 

 

 

会則 



 

第１章 名称及び事務局 

(名称)   

第１条  本会の名称を、全国児童発達支援協議会（略称「発支協」）とする。 

  英語名を The Council of Developmental Support center , Japan（通称

CDS Japan）とする。 

(事務局)   

第２条   本会の事務局を 社会福祉法人こぐま福祉会（福岡県小郡市大板井 1143

－1）内におく。 

第２章 目的及び事業 

(目的)   

第３条  本会は、成長・発達が気になる子どもとその家族への様々な発達支援活動

を行うとともに、その質的向上・発展と会員相互の連携・交流を図りなが

ら、福祉の向上に貢献することを目的とする。 

(事業)   

第４条  本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。 

  (１) 乳幼児期・学齢期の成長・発達上の諸課題への支援に関する調査

及び研究 

  (２) 施設・事業所の運営に関する調査・研究 

  (３)  会員相互の連携・交流及び広報 

  (４) 行政機関等との連絡・調整及び政策提言 

  (５) その他、本会の目的達成に必要な活動 

第３章 組 織 
 

(会員)   

第５条  本会の会員は会費を納入した発達支援活動に係わる施設及び事業所とす

る。 

 ２ 賛助会員とは、本会の目的に賛同し、役員会で承認され、所定の会費を納

入した個人とする。 

  
        第４章 役 員 

(地区)   

第６条  本会の地区は、以下の通りとする。 

  (１) 東日本：北海道、東北、北陸 

  (２) 中日本：関東、東海 

  (３) 西日本：近畿、中国、四国、九州 

(幹事)   

第７条  本会は、地区ごとに幹事を若干名選出する。 

(役員)   

第８条  本会に次の役員を置く。 

  (１) 会長 １名 

  (２) 副会長  ３名 

  (３) 幹事 若干名 

  (４)  事務局長 １名 

  (５) 監事 ２名 

(役員の選任)  



第９条  役員は、幹事の中から互選され、総会において承認を得る。 

(役員の職務)  

第１０条  本会の役員の職務は次の通りとする。 

  (１) 会長は本会を代表し、会務を統括する。 

  (２) 副会長は会長を補佐し、会長に事故等があるときはその職務を代

行する。 

  (３) 幹事は役員会の構成員とし、その所管事項を行う。 

  (４) 事務局長は事務・会計を掌理する。 

  (５) 監事は本会の会計および内容を監査する。 

(役員の任期)  

第１１条  役員の任期は２年とする。但し再任を妨げない。 

 ２ 役員に欠員が生じた場合、後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 ３ 役員は辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するま

では、その職務を行なわなければならない。  

(顧問)   

第１２条  顧問は、役員会に諮って、会長がこれを委嘱することができる。  

第５章 会 議 

(種別)   

第１３条  会議は総会、役員会、三役会、部会、委員会とする。 

(総会)   

第１４条  総会は会員をもって構成し、本会の議決機関として毎年１回開催する。た

だし、会長が必要と認めた場合は、臨時に開催することができる。       

 ２ 会員現在数の３分の１以上、又は監事から会議の目的たる事項を示して請

求があった場合には、速やかに会長は臨時総会を招集しなければならな

い。 

 ３ 総会は次に事項を議決する。 

  (１) 事業計画及び収支予算の承認 

  (２) 事業報告及び収支決算の承認 

  (３) その他、本会の運営に関する重要な事項 

 ４ 総会の議長は、出席会員の中から選出する。 

(役員会)   

第１５条  役員会は、会長・副会長・事務局長・監事・幹事をもって構成し、会務執

行上の必要な事項を議決する。 

 ２ 役員会は、総会に提出すべき議案等を審議する。 

 ３ 役員会の議長は、会長が行う。 

 ４ 役員会が必要と認めた場合は部会長も出席できる。 

(三役会)   

第１６条  三役会は、会長（副会長を含む）・事務局長・監事をもって構成し適宜会

長が招集する。 

 

 

２ 

３ 

三役会は、本会の実務、運営に関する事項を審議し、執行する。 

三役会の議長は、会長が行う。 

(部会)   

第１７条  本会の各事業を行うため、必要な部会をおくことができる。 

  （１) 種別部会（①知的障害部会、②肢体不自由部会、③難聴部会、 

④児童デイ部会） 

  （２） 企画研修部会 



  （３） 調査研究部会 

  （４） 政策部会 

 ２ 部会長は役員会で選出し、会長が任命する。なお、部会長は役員が兼務す

ることもあり得る。 

 ３ 部会の構成員は、部会長が選出し役員会で承認する。 

 ４ 部会の議長は、部会長が行う。 

(委員会)   

第１８条  本会の各種の事業を行うため、種別部会等に必要な委員会を置くことが出

来る。 

 ２ 委員会の議長は、部会長が行う。 

(定足数と議決) 

第１９条  各会議は構成員の過半数をもって成立し、その議決は出席者の過半数をも

って決する。 

 ２ 可否同数の場合には議長の決するところによる。 

第６章 会 計 

(会計)   

第２０条  本会の経費は、会費とその他の収入によるものとする。 

 ２ 会費は以下のように定める。 

  (１) 定員が２０名以上の施設・事業所  ２０，０００円/年 

  (２) 定員が１９名以下の施設・事業所  １０，０００円/年 

  (３) 賛助会員(個人) ５，０００円/年 

(会計年度)  

第２１条  本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

第７章 会則の変更 

(会則の変更)  

第２２条  この会則は、総会に於いて出席会員の４分の３以上の同意を得て、変更で

きる。 

第８章 その他、付則 

(その他)   

第２３条  本会則に定めない事項は、会長が役員会に諮って議決する。 

 

附 則 

施行年月日 平成２１（２００９）年 ７月 １日施行 

平成２２（２０１０）年 ３月３１日施行 

 


